
 

 

 

総合研究大学院大学 教育研究評議会（第 20 回） 議事要旨 

 

 

平成 22 年 03 月 08 日(月)15:00-17:00 

如水会館 3Ｆ「松風の間」 

 

 

（審議事項） 

1. 平成 22 年度年度計画案について 

杉浦総務課長より、以下のとおり説明があった。 

①平成 22 年度は第 2 期の中期目標・計画期間に基づく初年度の年度計画であること。 

②大学の教育研究の質の向上に関する目標をより明確にしたこと。 

③本学の特性である機構等法人、基盤機関等の密接な連係協力体制を改めて明記したこと。 

また、学生への支援に関する措置、国際化に関する措置も強化する旨を併せて説明した。 

本計画については、今後、経営協議会及び役員会を経て正式に法人の年度計画として平成 22 年 3 月

中に文部科学大臣に届出することを併せて説明し、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

2. 平成 22 年度学内当初予算案について 

池内評議員より、平成 22 年度学内当初予算(案)の人件費、教育経費、専攻運営費、研究経費、研究

教育支援経費、管理運営経費及び学長裁量経費に関して、具体例を挙げ説明があった。 

なお、髙畑議長より、21 年度から学長賞を研究奨励費として 1 人当たり 30 万円見込んでおり、全

体で 10 名程度に措置し、学長裁量経費から 300 万円程度配分される予定であること、また、昨年度の

4 名の中国政府派遣留学生に対し、授業料免除のために 200 万円程度、学長裁量経費から支出される

予定である旨の補足説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

3. 諸規則の改廃について 

髙畑議長より、先導科学研究科の光科学専攻の廃止及び葉山高等研究センターの改組に伴う諸規程

の改廃の説明があった。 

また、宇宙航空研究開発機構の宇宙科学研究本部が 4 月 1 日以降、宇宙科学研究所に名称変更する

連絡を受けた旨を伝え、審議の結果、宇宙航空研究開発機構の宇宙科学研究本部の名称改正も含め、

原案どおり承認された。 

 

4. 助教の任期制度の新設について 

杉浦総務課長より、以下のとおり説明があった。 

現在の「大学の教員等の任期に関する法律」に基づき、先端的、学際的又は総合的な教育研究のた

めに多様な人材を確保するために任期制を新設するというものであり、平成 22 年 4 月 1 日から適用

するものである。 

審議の結果、原案どおり承認された。 

 

5. 名誉教授について 

各研究科長（大高評議員、桑島評議員、飯田評議員、尾形評議員、西村評議員、渡邊評議員）より、

各研究科教授会における名誉教授の審議状況を含め、資料に基づき、推薦の説明があった。 

審議の結果、原案どおり承認された。 

 

6. 次期経営協議会委員予定者について 

髙畑議長より、資料に基づき、平成 22 年 4 月から第 4 号委員【役員又は職員以外の者で大学に関し

広くかつ高い識見を有するもののうちから、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの 16 人

以内】となる委員についての説明があった。 

審議の結果、及川委員の任期を平成 23 年 3 月 31 日までと修正の上、承認された。 



 

 

 

7. 博士後期課程の入学料免除について 

髙畑議長より、博士後期課程入学料の全学免除については、①法人化以降、入学料・授業料等につ

いては、国から標準額が設定され、上限 120％の範囲内で各国立大学法人が自由に設定できるように

なったが、実際には標準額どおりに設定している大学が大多数を占めていること、②総研大創設の理

念である「大学院生の流動化の促進」や、平成 17 年 1 月 28 日付けの中教審答申「我が国の高等教育

の将来像」でも言及している「高等教育の受益者は学生個人のみならず社会全体である」ことなどを

踏まえれば、博士後期課程の入学料免除については、相当の理由があること、③運営費交付金との関

係については、国の予算上「交付金対象事業」が運営費交付金と学生納付金の和として定義されてい

る以上、免除に伴う収入減は直ちに「交付金対象事業」の縮少となるべきところ、そうならないよう

に策を講じるのであれば、運営費交付金以外の自主財源を以って収入減を補填する必要があること（運

営費交付金を補填の財源とすることは、運営費交付金の余剰と見做されるおそれがあること）、④この

ため、入学料相当額を基盤機関の外部資金（奨学寄附金など運営費交付金以外の経費）等から工面し

てもらい、代替支払いに充てることが現実的であり、今後各機構法人及び基盤機関の協力をいただき

たい旨の説明があった。 

本件については、翌日の経営協議会においても議論を行い、総研大として検討を深めていき、各研

究科・専攻においても検討を深めていくことで了承された。 

 

 

（報告事項） 

以下の報告事項について、資料に基づき、報告があった。 

1. 第 2 期中期目標及び中期計画について 

2. 平成 23 年度概算要求について 

3. 総研大合同フォーラムについて 

4. その他 

・在学生数 

・入学者選抜実施状況 

・学位記授与一覧 

  


